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令和６年度における 

県内市町村の高齢者虐待への対応状況について 
  

令和６年度における埼玉県内の高齢者虐待への対応状況について、「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「高齢者虐待防止法」という。）」第  

２５条の規定に基づき公表します。 

 高齢者虐待防止法により、虐待を受けた高齢者の保護や養護者の負担軽減のための支援等

は市町村の業務として位置付けられています。 

埼玉県では、市町村が高齢者虐待に適切に対応できるよう、市町村間の連絡調整や市町村

に対する情報の提供、助言などを行い、市町村を支援しています。 

 

 

●対応状況の概要 

 

１ 養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応状況等について 

 ○ 養介護施設従事者等による虐待の疑いがあるとして、県内の市町村が相談・通報を受 

  理した件数は、令和５年度より８４件減り、２３９件でした。 

 ○ 養介護施設等で発生した高齢者虐待は６６件でした（令和５年度は７５件）。 

  ・ 虐待の種別（重複あり）は、心理的虐待が３８件、身体的虐待が３６件、 

   介護・世話の放棄・放任が１７件、経済的虐待が５件、性的虐待が５件でした。 

 ○ 市町村では施設等に対し指導を行い、改善計画の提出など再発防止の徹底を図りま 

  した。 

 

２ 家族等の養護者による高齢者虐待への対応状況等について 

 ○ 県内の市町村で受け付けた養護者（家族等）による高齢者虐待に関する相談、通報件 

  数は、令和５年度より３５件減り、１,９１７件でした。 

  ・ 相談・通報者は、警察が４２．４％と最も多く、次いで介護支援専門員・介護保険 

   事業所職員が２１．０％を占めました。 

 ○ 市町村が虐待と認定した件数は、令和５年度より３９件減り、５６６件でした。 

  ・ 虐待の種別（重複あり）は、身体的虐待が４１２件（７０．９％）、心理的虐待が 

 ２０５件（３５．３％）、介護・世話の放棄・放任が１０９件（１８．８％）、経済 

 的虐待が８９件（１５．３％）、性的虐待が３件（０．５％）でした。 

  ・ 虐待を受けた高齢者は、女性が７１．９％を占めました。 

  ・ 虐待者（重複あり）は、息子が３９．３％と最も多く、次に夫２０．９％、 

   娘１９．６％の順でした。 

 ○ 市町村では被虐待者を施設へ一時入所させたり、養護者に介護保険サービスの利用を 

  促すなどの助言・指導を行いました。 

 

  令和７年１２月２５日 
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●県の取組について 

 

１「高齢者虐待対応専門員」の養成 

  市町村において高齢者虐待に対応する専門職員（高齢者虐待対応専門員）を養成する

研修を平成１８年度から実施しています。 

  これまでに、市町村及び地域包括支援センター職員を対象として、合計４，０７２人

の高齢者虐待対応専門員を養成しました。 

  また、高齢者虐待対応専門員に対するフォローアップ研修も実施しています。 

 

２ 普及啓発 

  養介護施設従事者等に対し、高齢者虐待の防止を目的とした研修を実施しています。 

  令和６年度はＷＥＢによる研修を実施し、計３,２４１人の参加がありました。 

  

３ 高齢者虐待対応専門員の設置 

  県地域包括ケア課に高齢者虐待対応専門員を１人配置し、事案対応に係る関係機関の 

 連絡調整や、市町村において対応が困難な事案への助言などを行っています。 

 

４ 虐待通報ダイヤルの設置 

  「埼玉県虐待禁止条例」第１３条に基づき、早期に虐待を発見するために、児童虐待、

高齢者虐待、障害者虐待の通報を一元的に２４時間３６５日受け付ける“埼玉県虐待通

報ダイヤル「＃７１７１」”を平成３０年１０月１日より開設しています。 

 

５ 成年後見制度の利用支援 

  成年後見制度の利用が必要な場合でも申立てする親族がいない又は親族の協力が得ら

れないときには、市町村長が家庭裁判所に対し成年後見の申立てを行うことができます。 

  このため、県は市町村職員を対象に成年後見制度における市町村長申立てに関する研

修を実施しています。 

 

 


